
　

現
在
、
使
用
し
て
い
る
重
度
心

身
障
害
者
と
母
子
家
庭
の
医
療
費

受
給
者
証
は
、
６
月
30
日
㈪
で
有

効
期
間
が
満
了
し
ま
す
。

　

７
月
１
日
㈫
か
ら
は
、
新
し
い

受
給
者
証
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
必
ず
更
新
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。
手
続
き
の
必
要
な
方
に

は
、
案
内
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

　

受
給
資
格
が
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
申
請
を
し
て
い
な
い
方
は
、

担
当
課
で
申
請
手
続
き
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
平
成
19
年
中

の
所
得
税
が
非
課
税
の
た
め
新
た

に
該
当
す
る
方
の
申
請
受
付
は
、

６
月
末
か
ら
と
な
り
ま
す
。

■
更
新
手
続
き
が
不
要
の
方

　

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級

②
療
育
手
帳
Ａ
③
身
体
障
害
者
手

帳
３
～
６
級
と
療
育
手
帳
Ｂ
の
両

方
の
う
ち
、
①
～
③
い
ず
れ
か
を

所
持
す
る
方
。

■
更
新
・
申
請
場
所

○
市
庁
舎
本
館
国
保
医
療
課

　

医
療
係

℡
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
１
２

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

市
民
保
険
係
（
東
予
）

　

市
民
生
活
係
（
丹
原
・
小
松
）

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
市
民
の
皆
さ
ん
が
、
昨
年
５
月

に
医
療
機
関
で
治
療
を
受
け
た
、

１
カ
月
分
の
医
療
費
か
ら
見
た
病

類
別
統
計
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。

　

最
も
高
い
比
率
を
占
め
た
も
の

は
、
生
活
習
慣
病
と
呼
ば
れ
る
高

血
圧
、
脳
梗
塞
、
心
臓
病
な
ど
の

循
環
器
系
疾
患
で
約
28
％
、
続
い

て
癌
な
ど
の
新
生
物
疾
患
が
約
10

％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

医
療
費
は
今
後
も
増
え
て
い
く

こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
医
療
費

が
増
え
る
原
因
は
高
齢
化
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
理
由
が
あ
り
ま
す
が
、

医
療
に
対
す
る
意
識
に
関
わ
る
も

の
も
あ
り
ま
す
。
医
療
費
が
増
え

る
こ
と
は
、
国
保
の
財
政
を
圧
迫

し
、
国
保
税
の
引
き
上
げ
に
も
つ

な
が
り
ま
す
の
で
、
日
ご
ろ
か
ら

健
康
づ
く
り
と
医
療
費
の
節
約
を

心
が
け
ま
し
ょ
う
。

■
上
手
な
受
診
の
た
め
の
注
意
点

○
一
つ
の
病
気
で
多
く
の
病
院
に

か
か
る
と
、
各
病
院
で
初
診
料

が
か
か
る
た
め
、
費
用
が
高
く

な
り
ま
す
。

○
時
間
外
、
休
日
、
深
夜
の
受
診

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
割
増
料
金
が

か
か
り
ま
す
。

○
必
要
以
上
に
た
く
さ
ん
の
薬
を

欲
し
が
る
と
、
そ
の
分
薬
代
が

高
く
な
り
ま
す
。

○
信
頼
で
き
る
か
か
り
つ
け
医
を

持
つ
と
、
病
歴
な
ど
を
把
握
し

た
上
で
診
療
し
て
も
ら
え
る
の

で
安
心
で
す
。

○
定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
る

と
、
病
気
を
早
期
に
発
見
・
治

療
す
る
こ
と
が
で
き
、
健
康
管

理
に
も
役
立
ち
ま
す
。

※
市
で
は
重
複
受
診
・
多
数
受
診

の
抑
制
を
目
的
に
、
一
部
の
方

を
対
象
と
し
て
訪
問
指
導
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

■
問
合
せ

　

市
庁
舎
本
館
国
保
医
療
課

　

国
保
係

℡
０
８
９
７

－

５
２

－

１
４
４
７

▼ 病類別医療費の内訳 ▼

＜平成19年５月診療分＞　　国保医療費：16億5,851万円
　　　　　　　　　　　　　１人当たり：　３万4,742円

消化器系の疾患
９.５％

精神、行動の障害　９.４％

筋骨格系、結合組織の疾患
７.９％

内分泌、栄養、代謝疾患
７.６％

尿路性器系の疾患
５.７％

損傷、中毒、その他の
外因の影響　  ５.５％

呼吸器系の疾患　４.３％

循環器系の疾患
２８.１％

新生物
９.８％

その他
１２.２％

重
度
心
身
障
害
者
・
母
子
家
庭

医
療
費
受
給
者
証
の
更
新

■重度心身障害者・母子家庭医療費受給者証の資格等

対　　　　象 所得税要件

重
度
心
身
障
害
者

母
子
家
庭

種別
受　給　資　格 更新・申請時に

必要なもの

身体障害者手帳１・２級

身体障害者手帳３級

療育手帳Ｂ

身体障害者手帳３～６級と
療育手帳Ｂ

療育手帳Ａ

配偶者が障害などで母子家庭
と同様の事情にある方

祖母と孫、姉と弟妹、父母のい
ない児童など、準母子家庭の方

母と同じ保険に加入している
20歳までの児童（学生の方は
この限りではありません）

生計維持者
（母）が
非課税

な　し

非課税世帯

身体障害者手帳
療育手帳
保険証、印鑑
※１、※３

※１　重度心身障害者で西条市内に住民登録をしていない児童、母子家庭で18歳以上の
　　学生（高校生を除く）は、在学証明書が必要です。
※２　平成20年１月２日以降に転入した方は、所得税が非課税と分かる書類（課税証明
　　書、源泉徴収票など）が必要です。市外に住所がある重度心身障害者で、西条市の
　　国民健康保険証を持っている方も、所得税が非課税と分かる書類が必要です。
※３　年度ごとの更新手続きを行う必要はありません。

身体障害者手帳
療育手帳
保険証、印鑑
受給者証（更新者）
※１、※２

保険証、印鑑
受給者証（更新者）
※１、※２
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